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第１章 総則 

（設 置） 

第１条  富岡地域振興計画の実施により、富岡地区の住民相互の連帯感と自治意識の高

揚を図るとともに、富岡地区の課題解決に努め、ふれあいのある心豊かなまちづ

くりを推進する目的（以下「目的」という。）をもって、富岡ふれあいまちづく

り委員会（以下「本会」という。）を設置する。 

  （事務所） 

第２条 本会は、事務所を富岡ふれあいセンタ―に置く。 

  （事 業） 

第３条 本会は、目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 地域住民相互の交流及び親睦に関すること。 

(2) 生活環境の保全及び美化に関すること。 

(3)  高齢者福祉に関すること。 

(4)  子育て支援に関すること。 

(5)  子どもの健全育成に関すること。 

(6)  防犯、防災及び交通安全に関すること。 

(7)  前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要なこと。 

  （組 織） 

第４条 本会は、目的に賛同する次に掲げる個人及び団体（以下「会員」という。）で組織

する。 

（1） 富岡地区に住所を有する個人 

（2） 富岡地区で活動する個人及び団体 

第２章 人事                                   

（役 員）    

第５条 本会に、次の役員を置く。 

（1） 会 長   1 人 

（2） 副 会 長     3 人 

（3） 運営委員   部会長及び副部会長を含む 20 人以内 

（4） 事務局長   1 人 

（5） 会  計   1 人 

（6） 監  事   2 人 
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  （選任等） 

第６条 役員（運営委員のうち部会長及び副部会長を除く。）は、総会において選任する。 

2 幹事は他の役員及び職員を兼ねることができない。 

  （職 務） 

第７条 会長は本会を代表し、その業務を総理する。 

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があ

らかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 

3 運営委員は、本会の業務に参画する。 

4 事務局長は、本会の会計に係る事務及び庶務を総括する。 

5 会計は、本会の会計に係る事務を総括する 

6 監事は、本会の会計、財産及び業務執行の状況を監査する。 

 （任 期） 

第 8 条 役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。   

2 欠員又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の任期の残任期間

とする。 

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を

行わなければならない。 

  （職 員）  

第 9 条 本会に職員を置くことができる。 

 2 職員は、事務局長を補佐し、本会の庶務を処理する。 

 3 職員は、会長が任免する。 

  （顧 問） 

第 10 条 本会に顧問を置くことができる。 

 2 顧問は、会長の諮問に応じて、本会の業務に関して意見を述べ又は助言を行う。 

 3 顧問は、会長が委嘱する。 

 第３章  会議 

  （総 会） 

第１１条 本会の総会は、定期総会及び臨時総会とする。 

 2 総会は、役員及び部会員（以下「役員等」という。）をもって構成する。 

 3 総会は、次の事項について議決する。 

（1） 富岡ふれあいまちづくり委員会会則（以下「会則」という。）の変更 

（2） 事業計画及び収支予算 

（3） 事業報告及び収支決算 

（4） 役員の選任及び解任 

（5） 本会の解散 

（6） その他本会の運営に関する重要事項 

4 定期総会は毎事業年度１回、臨時総会は必要に応じて開催し、会長が招集する。 

5 総会の議長は、その総会において、出席した役員等から選出する。 

6 総会は、役員等総数の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。 

ただし、委任状を提出した会員は出席したものとみなす。 



 

 

7 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した役員等の過半数をもって

決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 （運営委員会） 

第 12 条 運営委員会は、役員（監事を除く）をもって構成する。 

 2 運営委員会は、この会則で定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。 

（1） 総会に付議すべき事項 

（2） 総会の議決した事項の執行に関する事項 

（3） その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 

3 運営委員会は、会長が必要と認めたときに開催し、議長は会長がこれにあたる。 

4 運営委員会の議事は、構成する役員総数の過半数をもって決し、可否同数の時は、

議長の決するところによる。 

 （部 会） 

第 13 条 本会に、目的を達するために必要な部会を置くことができる。 

 2 部会は、会員から選出された者及び公募に応じた者（以下「部会員」という。）を

もって構成する。 

 3 各部会に部会長１名及び副部会長１名を置く。 

 4 部会長及び副部会長は、部会員の互選とする。 

 5 部会長は、部会を代表し、その活動を総括する。 

 6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、

その職務を代行する。 

 7 部会長及び副部会長は、運営委員を兼ねるものとする。 

  第４章  会計 

 （経 費） 

第 14 条 本会の経費は、市の助成金、事業収入その他の収入をもって充てる。 

 （事業計画及び予算） 

第 15 条 本会の事業計画及びこれに伴う予算は、会長が作成し、総会の議決を経なけれ

ばならない。 

 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないとき、会長は

予算が成立するまでの間、前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。 

 （事業報告及び決算） 

第 16 条 本会の事業報告書及び収支決算書は、事業に係る年度（以下「事業年度」と  

いう。）終了後、速やかに会長が作成し、監事の監査を受け、当該年度終了後２か

月以内に総会の議決を経なければならない。 

（役員等の実費弁償に関する規定） 

第 17 条 この規定は、富岡ふれまちづくり委員会（以下「本会」という。）の役員等の実

費弁償に関する規定を定める。 

（定義） 

 ２ この規定でいう役員等とは、会長、副会長、運営委員、事務局長、会計及び幹事

をいう。 

（実費弁償） 

 ３ 役員等が、本会の運営のために、次の役務の提供を行った場合は、実費の弁償を



 

 

する。 

   実費弁償額は、役員等の交通費及び日当として、会議及び研修会１回（１日） 

１,０００円を支給する。 

市役所等への出張の場合は、１回（１日）２,０００円とする。 

（適用除外） 

４ 本会の職員を兼務する役員等について、職員としての職務を遂行する場合におい

ては、この規定を適用しない。 

 総会やイベント事業時はこの規定を適用しない。 

 

 （事業年度） 

第 18 条 本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

  第 5 章  会則の変更及び解散  

 （会則の変更） 

第 19 条 本会が会則を変更しようとするときは、総会に出席した役員等の３分２以上の

多数による議決を経なければならない。 

 （解 散） 

第 20 条 本会が解散するときは、総会に出席した役員等の３分２以上の多数による議決を

経なければならない。 

  第６章  雑則 

 （告 知） 

第 21 条 事務局は、本会の運営及び事業等に関する情報を、会員に対して積極的に告知

するよう努めるものとする。 

 （細 則） 

第 22 条 この会則の施行について必要な細則は、運営委員会の議決を経て、会長がこれ

を定める。 

 

  附 則 

 （施工期日） 

1 この会則は、本会の成立の日から施工する。 

2 この会則の施工の日以後、本会の最初の役員の任期は、第 8 条第 1 項の規定にかかわ

らず、この会則の施工の日から平成３０年３月３１日までとする。 

3 この会則の施工の日以後、本会の最初の事業年度は、第 17 条の規定にかかわらず、こ

の会則の施工の日から平成２９年３月３１日までとする。 

 

 

  改定 

 1: 平成２９年４月２２日  会計担当役員の追加並びに事務局職務改定 

    2: 令和 １年５月１９日  役員等の実費弁償に関する規定改定 


